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緒　　　言

東京都において，マグロ，アジ，イワシなど赤身の魚に

よるヒスタミンが原因とされる食中毒及び有症苦情が，こ

こ数年連続して発生している1，2）．平成12年においても２

件のヒスタミン食中毒及び有症苦情が発生した．

その中で喫食者427名中127名が発症した大規模のヒスタ

ミン食中毒について報告し，その分析結果から若干の知見

が得られたので食中毒原因究明の一助として報告する．

事件の概要

平成12年10月，東京都内の会社の社員食堂で調理された

昼の給食を喫食した社員427名のうち127名が，喫食20～30

分後から吐き気，嘔吐，顔面紅潮及びじんましん等の食中

毒症状を呈した．当該会社から管轄保健所に通報があり，

また，患者が受診した病院の医師からも食中毒の届出があ

った．

保健所の調査の結果，共通食であるイワシの蒲焼きが原

因食品と疑われ，患者の症状からヒスタミンによる食中毒

が疑われた．社員食堂に残っていたイワシの蒲焼き及び調

理前の原材料等５検体を分析したところヒスタミンが15～

170 mg％検出され，原因食品はイワシの蒲焼き，原因物

質はヒスタミンであると判断された．これにより当該社員

食堂は食品衛生法第４条〔不衛生食品等の販売等の禁止〕3）

の違反により７日間の営業停止処分を受けた．同時に，原

材料の冷凍イワシの製造元は食品衛生法第４条違反により

回収命令が出された．

ヒスタミンは遊離ヒスチジンを多く含有する魚等にモル

ガン菌等の脱炭酸酵素を産生する菌が増殖し，ヒスチジン

からヒスタミンを生成することが解明されている4－6）．こ

のヒスタミンの汚染源を究明するため，イワシの蒲焼きの

原材料となった流通経路の冷凍イワシについても分析を行

った．

また，ヒスタミン以外の不揮発性腐敗アミンのうち，チ

ラミンは片頭痛の原因物質となりその他のアミンもヒスタ

ミンの作用を増強するといわれている7）．そのためヒスタ

ミンのほか，チラミン，カダベリン，スペルミジン及びプ

トレシンについても同時に分析した．

実 験 方 法

１．試料 社員食堂に保管されていた残品165検体（イワ

シの開きに片栗粉をまぶし，揚げて調理したもの58検体及

び調理前のイワシの開き107検体），参考品72検体（すでに

包装を開封したイワシの開き43検体及び未開封品29検体），

及び販売元に冷凍保管されていたイワシの開き36検体，イ

ワシドレス〔頭及び内臓を除去したもの〕45検体，合計

318検体を試料とした．

これらの試料の検体数には，中毒発生時に搬入されたイ

ワシの蒲焼き１検体及び原材料の４検体が含まれる．

２．試薬 1）不揮発性腐敗アミン混合標準溶液：ヒスタ

ミン二塩酸塩，カダベリン二塩酸塩，スペルミジン，チラ

ミン塩酸塩及びプトレシン二塩酸塩を適宜秤取し，0.5 mol/L

塩酸溶液に溶解して，各々1,000 ppmの標準原液を作製し

た．更に，各標準原液を0.5 mol/L塩酸溶液を用いて，ヒ

スタミン250 ppm，チラミン50 ppm，カダベリン10 ppm，

スペルミジン10 ppm及びプトレシン10 ppmとなるように

希釈，混合したものを混合標準溶液とした．

２）内部標準溶液：１,６-ジアミノヘキサン二塩酸塩を

0.5 mol/L塩酸溶液に溶解し，10 ppmとしたものを内部標

準溶液とした．

その他の試薬は特級品及び高速液体クロマトグラフ

(HPLC)用を用いた．

３．装置 HPLC：ポンプLC-10ATVP,蛍光検出器RF-

10AXL（㈱島津製作所製）

４．ヒスタミン及び不揮発性腐敗アミンの定性・定量 不

揮発性腐敗アミンの定性及び定量は衛生試験法・注解4）に

準じて行った．操作の概要を図１に示した．なお，検体中

の含量は５mg％以上を数値化した．

TLC条件：薄層板；Kieselgel60(Merck社製)，展開溶

媒；アセトン-28％アンモニア水（９：１），発色；I）

0.01％フルオレスカミン/アセトン溶液（UV365 nm照射→
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黄色蛍光スポット），II）0.1％ニンヒドリン/アセトン溶

液（加熱→赤紫色スポット）

HPLC条件：カラム；Inertsil ODS-80A(５μm，250

mm×4.6 mmi.d.）（ジーエルサイエンス社製)，温度；40℃，

移動相；アセトニトリル-水（62：38）,流速；1.5 mL/min，

検出；蛍光検出器（励起波長325 nm，蛍光波長525 nm)

結果及び考察

１．ヒスタミンの含量

１）社員食堂の残品中のヒスタミン含量 不揮発性腐敗ア

ミンの検査結果を表１に示した．

社員食堂に残っていた検体を，現場の状況から次のよう

に１．～６．にグループ分けし，それぞれについて個別に

分析した．グループは，１．イワシ調理済品，２．調理済

品と同時に解凍した調理前のイワシの開き，３．調理済品

の翌日に解凍したイワシの開き，４．，５．及び６．未開

封のイワシの開きをロット別にそれぞれ①，②，③とし

た．

先ず，これらの試料について不揮発性腐敗アミンの定性

分析をTLCで行い，陽性となった検体はHPLCで定量し，

各アミンの含量を求めた．

その結果，ヒスタミンはグループ１．では，58検体中42

検体（以後42/58の様に記す）から９～360 mg％,２．は

105/107から８～470 mg％，３．は34/43から24～430

mg％，４．は10/10から11～460 mg％，５．は9/10から

17～460 mg％，６．は4/9から20～310 mg％検出された．

社員食堂の全検体のヒスタミン含有濃度について，各濃

度別の検出割合を図２に示した．

ヒスタミンによる最少中毒量は100 mg％といわれてい

る4，5，7）ため，今回の事件におけるヒスタミンによる発症

量を推定した．すなわち，今回の結果からヒスタミン含量

が100 mg％以上の検体数の割合は34％であった．また，

全喫食者427名に対して発症者数は127名であり，全喫食者

に対する発症者割合は30％であった．

これらの結果から，全検体のうち，ヒスタミン含量が

100 mg％以上の検体の割合，及び発症者数の割合が共に

約30％であったことから，本食中毒による最少発症濃度は

約100 mg％と推定され，今回の事例においても過去のデ

ータと一致した．

また，本事例における患者のイワシ喫食量は蒲焼き２枚，

約100 gであることから，ヒスタミンによる食中毒の最少

発症摂取量は100 mgであると推察された．

２）販売元の参考品中のヒスタミン含量 ヒスタミンがど

図１．不揮発性腐敗アミンの分析法

表１．ヒスタミン及び不揮発性腐敗アミンの分析結果

検体グループ 検体数 検出量（mg％）

ヒスタミン カダベリン チラミン プトレシン スペルミジン

１．イワシ調理済 58 9～360 (42) 5～21 (15) 5～9 (5) 6 (1) －

２．イワシ開き 107 8～470 (105) 5～32 (80) 5～8 (10) － －

３．イワシ開き 43 24～430 (34) 5～28 (31) 6～7 (4) 5 (1) －

４．イワシ開き① 10 11～460 (10) 5～23 (9) － － －

５．イワシ開き② 10 17～460 (9) 7～20 (7) － － －

６．イワシ開き③ 9 20～310 (4) 7～13 (4) － － －

７．イワシ開き④ 11 － － － － －

８．イワシ開き⑤ 15 － － － － －

９．イワシ開き⑥ 10 － － － － －

10．イワシドレス① 20 － － － － －

11．イワシドレス② 25 5～340 (23) 5～26 (21) 6～8 (2) － －

合　　　計 318 (227) (167) (21) (2)

－：５mg％未満，４～11は未開封品，( )内の数字は検出検体数
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こで生成されたのかを調査するため，販売元の参考品を，

以下のように７．～11．にグループ分けし，それぞれにつ

いて個別に分析した．グループはロット別に分類し，７．

イワシ開き④，８．イワシ開き⑤，９．イワシ開き⑥，10．

イワシドレス①，11．イワシドレス②とした．

社員食堂残品と同様に分析した結果，ヒスタミンがグル

ープ11．は23/25から5～340 mg％検出され，７．，８．，９．

及び10．はいずれからも検出されなかった．

２．ヒスタミン以外の不揮発性腐敗アミンの含量

不揮発性腐敗アミンはカダベリン，チラミン，プトレシ

ン及びスペルミジンについて分析した．

その結果，カダベリンがグループ１．は15/58から5～21

mg％,２．は80/107から５～32 mg％，３．は31/43から５

～28 mg％，４．は9/10から５～23 mg％，５．は7/10か

ら７～20 mg％，６．は4/9から７～13 mg％,11．は21/25

から５～26 mg％検出された．グループ７．～10．はいず

れからも検出されなかった．

また，チラミンがグループ１．は5/58から５～９mg％,

２．は10/107から５～８mg％，３．は4/43から６～７

mg％，11．は2/25から６～８mg％検出された．グループ

４．～10．はいずれからも検出されなかった．

また，プトレシンがグループ１．は1/58から６mg％,３．

は1/43から５mg％検出された．グループ２．及び４．～

11．はいずれからも検出されなかった．

なお，スペルミジンはグループ１．～11．のいずれから

も検出されなかった．

高濃度のヒスタミンが検出された試料からは不揮発性腐

敗アミンのいずれかが検出され，ヒスタミン含量に比例し

てアミン含量も多い傾向が見られた．

３．ヒスタミン生成過程の推定

近年，多くの魚介類が輸入されており，現地の不衛生な

取り扱いによりヒスタミンを原因とする食中毒が発生して

いる8）．今回の事例では，調査によると，中毒原因となっ

た原材料のイワシは新潟沖で漁獲され，鳥取県の境港市に

搬入された．その後，船から水揚げ後氷入り海水にて1.5

時間かけてイワシ工場に搬入，室温で30分かけて氷入り食

塩水等で魚の洗浄，断頭及び開き作業を行った．これらは

籠に入れて室温22℃で1.5時間かけて冷凍車で他の作業所

まで運搬され，-３～０℃の冷蔵庫に搬入，１～２時間か

けて吸水シートで脱水し，-30℃で急速冷凍した．その後

23℃の製品保管庫内で真空包装，箱詰めし出荷した．ただ

し，冷蔵庫，冷凍庫及び加工室内の温度管理簿はなかっ

た．

表１より，当該社員食堂の未開封の検体（４．～６．）

及び販売元の検体（未開封，11．）は同一パックに入って

いるにも関わらず，ヒスタミン等の不揮発性腐敗アミンの

検出されたもの，検出されなかったものやその濃度の多い

もの，少ないものが混在していた．もし，これら両施設に

おいて，衛生管理が悪かったと仮定すると，同一パック内

の試料全てからヒスタミン等が検出されると考えられる．

そこで，ヒスタミンが生成した場所は漁船の水揚げから

真空包装する前の過程の可能性が疑われる．

ヒスタミンはヒスチジン脱炭酸酵素を有する細菌の増殖

で遊離ヒスチジンから生成されるが，その中には０℃で増

殖するものもある．藤井5）により，９月から冬を通し５月

までは低温好塩性のヒスタミン生成菌が付着しているとの

報告もある．本事例では10月に発生していることから，低

温でヒスタミンを生成する菌に汚染されていたことも考え

られる．これらのことから，冷蔵施設に保管し，外見上，

鮮度の低下が認られなくてもヒスタミン中毒を起こす可能

性があるので，市販赤身魚加工品については行政検査等に

よる監視が必要であると考える．

ま　と　め

平成12年10月に，都内の社員食堂で喫食者427名中127名

の患者を出したヒスタミン様食中毒が発生した．検査の結

果，ヒスタミンが15～170 mg％検出され，食中毒原因物

質はヒスタミン，原因食品はイワシの蒲焼きであった．

当該施設のイワシ蒲焼き残品等及び販売元の参考品318

検体についてヒスタミン等不揮発性腐敗アミンの分析を行

ったところ，227検体から最高470 mg％のヒスタミンが検

出された．

分析データを解析したところ，イワシの水揚げから真空

包装されるまでの過程において衛生管理が十分でなく，こ

の過程でヒスタミンが生成されたものと考えられる．

また，ヒスタミン食中毒の最低発症濃度は100 mg％で

あり，最低発症摂取量は100 mgと推察された．

本事例及び文献から100 mg％がヒスタミン食中毒の最

低発症濃度と考えられるが，年齢，人種等によりヒスタミ

ン感受性の異なることから，100 mg％以下の濃度でも発

症することも危惧される．FDA/EPAの規則・指針では

500 ppm(50 mg％)が有毒とされ，50 ppm（５mg％）を違

反として措置が執られている5,9）．そこで今後，５mg％以

上のヒスタミンが検出された魚介類については食中毒発現

に関わらず監視指導の対象にすべきであると考える．

図２．社員食堂全検体のヒスタミン濃度別における検体数の割合
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